
第11回愛知県新型コロナウイルス感染症対策本部員会議次第 

日時：2020年８月２日（日） 

  午後３時から午後３時30分まで 

場所：愛知県本庁舎２階 講堂 

１ 挨拶 
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（１）県民・事業者の皆様へのメッセージについて 
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「厳重警戒」営業時間短縮・休業の要請 

県民・事業者の皆様へのメッセージ(案) 

愛知県では、緊急事態宣言の解除以降、社会経済活動とのバランスをとりなが

ら、再度の感染防止に取り組んできましたが、７月１５日に感染者数が１６人とな

り、５０人を超えた２１日には「警戒領域」、１００人を超えた翌２９日には別紙により

「厳重警戒」をお願いしたところです。 

しかし、７月３１日には過去最多の１９３人に達するなど、極めて厳しい状況が

続いているため、以下により、エリアを限定して、営業時間の短縮等を要請するこ

とといたしました。 

県民・事業者の皆様には、第２波の大きな波が来たという心構えを持ち、感染

拡大の防止にご協力をいただきますよう強くお願いいたします。 

１．要請目的 

「接待を伴う飲食店」 「酒類の提供を行う飲食店」等で、多くのクラスターが

発生し、感染が拡大しているため、東京都・大阪府・愛知県の三大都市圏で足

並みを揃え、エリアを限定して、「営業時間の短縮」等を要請する。 

２．実施内容 

（１） 区域 ： 名古屋市中区の栄・錦地区 

（２） 期間 ： ８月５日（水）～８月２４日（月）の２０日間 

（３） 業種 ： 接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店、カラオケ店 

（４） 要請内容 

○ 業種別ガイドラインを遵守する安全安心宣言施設ステッカー掲示店に

は「営業時間の短縮（５時～２０時）」を要請 

○ 業種別ガイドラインを遵守していない店舗に対しては、「休業」を要請

２０２０年 ８月 2日 

愛知県知事 大 村 秀 章 



県民・事業者の皆様への「厳重警戒」のお願い 

７月２９日（水） 

①不要不急の行動自粛・行動の変容 

○ 特に、２０代・３０代の若い世代の方々は、改めて、不要不急の行動

の自粛と、自覚を持った行動をお願いします。 

○ ５～６人以上の大人数での会食や宴会は自粛し、「三つの密」が生

じ、大声での会話等で飛沫が飛び交う場の利用は避けて下さい 

○「感染しない、感染させない」を徹底して下さい。

特に、重症化しやすい高齢者、妊婦、基礎疾患のある方々に配慮し、

これらの方々も、感染リスクの高い施設の利用を避けて下さい。

○接触確認アプリＣＯＣＯＡを、県民・事業者の皆様、オール愛知で活

用し、検査の受診など保健所の早期サポートにつなげて下さい。

②感染防止対策の徹底 

○ 全ての施設で、業種別の感染拡大予防ガイドラインや県の感染防止

対策リストを厳守し、感染防止対策の徹底を強くお願いします。 

○ 事業者は、「安全・安心宣言施設」ステッカーを掲示し、利用者に施

設の安全性と感染防止対策への協力を呼び掛けて下さい。 

○ 利用者は、ステッカー掲示施設など安全な施設を利用し、感染防止

対策の徹底に協力をお願いします。 

③東京等への不要不急の移動自粛

○ 東京を中心とする首都圏への不要不急の移動は自粛をお願いしま

す。 

○感染が拡大している都市域への移動に際しては、自覚を持って適

切な行動をお願いします。

別紙 



区域区域 栄・錦地区 （名古屋市・中区）栄・錦地区 （名古屋市・中区）

対象対象
○接待を伴う飲食店
○酒類を提供する飲食店 ○カラオケ店
○接待を伴う飲食店
○酒類を提供する飲食店 ○カラオケ店

期間期間 ８月５日（水）～８月２４日（月）・２０日間８月５日（水）～８月２４日（月）・２０日間

◎「接待を伴う飲食店」 「酒類の提供を行う飲食店」等で
多くのクラスターが発生し、感染が拡大。
◎東京都・大阪府・愛知県など、大都市圏で足並みを揃え
「ガイドライン遵守」を徹底、感染の広がりが確認された
エリアに限定して「営業時間短縮要請」等を実施。

◎「接待を伴う飲食店」 「酒類の提供を行う飲食店」等で
多くのクラスターが発生し、感染が拡大。
◎東京都・大阪府・愛知県など、大都市圏で足並みを揃え
「ガイドライン遵守」を徹底、感染の広がりが確認された
エリアに限定して「営業時間短縮要請」等を実施。

根拠法根拠法 新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第９項新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第９項



「愛知県安全なまちづくり条例」（第３０条）に基づく

『栄犯罪抑止・環境浄化推進地区』
「愛知県安全なまちづくり条例」（第３０条）に基づく

『栄犯罪抑止・環境浄化推進地区』

錦三丁目

栄三丁目１番～１５番 栄四丁目



ガイドラインを“遵守していない”施設
（安全・安心宣言施設ステッカー未掲示施設）
ガイドラインを“遵守していない”施設
（安全・安心宣言施設ステッカー未掲示施設）

◎接待を伴う飲食店
（キャバレー・ホストクラブ等）
◎接待を伴う飲食店
（キャバレー・ホストクラブ等）

※ 特措法・施行令第11条(使用の制限等の要請の対象となる施設）
第1項第11号「キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設」
※ 特措法・施行令第11条(使用の制限等の要請の対象となる施設）
第1項第11号「キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設」

◎酒類を提供する飲食店
（居酒屋等）

◎酒類を提供する飲食店
（居酒屋等）

◎酒類を提供する飲食店
（バー・クラブ等）

◎酒類を提供するカラオケ店

◎酒類を提供する飲食店
（バー・クラブ等）

◎酒類を提供するカラオケ店

特措法の規制対象※特措法の規制対象※

特措法の規制対象外特措法の規制対象外

ガイドラインを“遵守している”施設
（安全・安心宣言施設ステッカー掲示施設）
ガイドラインを“遵守している”施設
（安全・安心宣言施設ステッカー掲示施設）



種類 施設 要請の内容

■特措法の規制対象

キャバレー

ダンスホール

スナック

ラウンジ

ホストクラブ

キャバクラ

上記以外の接待を伴う飲食店

オーセンティックバー

ショットバー

スポーツバー

ダーツバー

カラオケバー

パブ

サロン

ナイトクラブ

ディスコ

上記以外の酒類の提供を行う飲食店

居酒屋

大衆酒場

ビアホール

焼き鳥屋

焼き肉屋

上記以外のその他の酒類の提供を行う飲食店

　 ■休業又は営業時間短縮を要請する施設

接待を伴う飲食店
※

酒類の提供を行う
飲食店

特措法施行令第11条第1
項
各号に掲げる施設

酒類の提供を行うカラオケ店

その他の
酒類の提供を行う
飲食店

営業時間短縮（5時～20時）を要請

※「接待を伴う」とは
　 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう　（出典：風営法）

・ガイドラインを遵守していない施設
（安全・安心宣言施設ステッカー未掲示施設）

「＝休業を要請」

・ガイドラインを遵守している施設
（安全・安心宣言施設ステッカー掲示施設）

「＝営業時間短縮（5時～20時）を要請」

■特措法の規制対象外



支給額支給額
１事業者１日あたり１万円
最大２０万円
１事業者１日あたり１万円
最大２０万円

条件条件

下記の２点を実施していること
●業種別ガイドラインを遵守
●「安全・安心宣言施設」に登録し
ＰＲステッカーとポスターを掲示

下記の２点を実施していること
●業種別ガイドラインを遵守
●「安全・安心宣言施設」に登録し
ＰＲステッカーとポスターを掲示



感染者数

1458人 100人 16人 8人 517人 817人

100% 6.9% 1.1% 0.5% 35.5% 56.0%

※30歳代以下が70.4%。第一波(2月～4月)は、34.2％。

（年代別内訳）

愛知県の新型コロナウイルス感染症患者の感染経路内訳

（7月1日～8月1日)

東京

(首都圏)
関西圏 他県 県内

感染経路

不明

東京

(首都圏)
関西圏他県県内

感染経路

不明

第一波:481人

（2月～4月）

10歳未満 18人 1人19人(1.3%) (3.1%)

10歳代 5人 33人 57人95人(6.5%) (2.5%)

20歳代 30人 12人 3人222人 384人651人(44.7%) (17.0%)

30歳代 27人 1人 1人91人 141人261人(17.9%) (11.6%)

40歳代 19人 3人61人 105人188人(12.9%) (13.7%)

50歳代 14人 1人 46人 73人134人(9.2%) (17.3%)

60歳代 5人 17人 26人48人(3.3%) (13.7%)

70歳代 1人 1人22人 19人43人(2.9%) (10.2%)

80歳代 1人 7人 10人18人(1.2%) (9.4%)

90歳以上 1人 1人 (0%) (1.5%)

計



軽症等 中等症 重症

2月 27人 17人 3人 7人

3月 149人 79人 40人 30人

4月 305人 231人 56人 18人

5月 22人 16人 6人 0人

6月 16人 14人 2人 0人

7月 1277人 1212人 60人 5人

8月(～1日) 181人 171人 10人 0人

※重　症：人工呼吸器・ＥＣＭＯ装着者又はＩＣＵ入室者。重症には死亡を含む。
　中等症：酸素吸入を実施した者又は肺炎と診断された者

　軽症等：上記以外の者

愛知県の感染者の症状別状況

〇 第一波（2月～4月）における感染者数に占める重症・中等症の割合は、32.0％

〇 7月以降の感染者数に占める同割合は、5.1%

月 感染者数



〇検査陽性者の状況

（注）検査実施人数には県内において疑い例または患者の濃厚接触者として検査を

　　　行ったものについて掲載

検査実施陽性者数入院等 軽症・ 施設

※1人数 ※2 ※ 無症状 中等症 重症 入所 退院 転院 死亡

22,910人1,977人1,305人 1,241人 60人 4人 34人 603人 0人 35人

※　入院等の内訳：入院196人、入院調整44人、自宅療養884人、調整181人
Ｉクラスターの陽性者の状況

陽性者数 軽症・ 施設

入院等 無症状 中等症 重症 入所 退院 転院 死亡

39人 22人 22人 0人 0人 0人 17人 0人 0人 

Ｊクラスターの陽性者の状況

陽性者数 軽症・ 施設

入院等 無症状 中等症 重症 入所 退院 転院 死亡

49人 44人 44人 0人 0人 1人 4人 0人 0人 

Ｋクラスターの陽性者の状況

陽性者数 軽症・ 施設

入院等 無症状 中等症 重症 入所 退院 転院 死亡

14人 14人 14人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

Lクラスターの陽性者の状況

陽性者数 軽症・ 施設

入院等 無症状 中等症 重症 入所 退院 転院 死亡

32人 32人 32人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

Mクラスターの陽性者の状況

陽性者数 軽症・ 施設

入院等 無症状 中等症 重症 入所 退院 転院 死亡

19人 19人 18人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 

県外由来の陽性者の状況

陽性者数 軽症・ 施設

入院等 無症状 中等症 重症 入所 退院 転院 死亡

110人 42人 39人 3人 0人 3人 65人 0人 0人 

海外由来の陽性者の状況

陽性者数 軽症・ 施設

入院等 無症状 中等症 重症 入所 退院 転院 死亡

29人 0人 0人 0人 0人 0人 27人 0人 2人 

その他の陽性者の状況

陽性者数 軽症・ 施設

入院等 無症状 中等症 重症 入所 退院 転院 死亡

1,459人 1,132人 1,072人 56人 4人 30人 290人 0人 7人 

※1　検査実施人数については、発表時点での把握数。なお、検査件数は、32,690件。
※2　陽性者数については、中国人渡航者2人を除く。また、再感染7人については、含めていない。
※3 2～4月に発生した８つのクラスターは、陽性者数226人、死亡者26人。

<参考＞検疫患者の状況

陽性者数 軽症・ 施設

入院等 無症状 中等症 重症 入所 退院 転院 死亡

43人 1人 1人 0人 0人 0人 42人 0人 0人

２０２０年8月１日２１時現在



検査日
PCR検査件数
（ 件）

抗原検査件数
（ 件）

陽性者数
（ 人）

率
（ ％）

―１月30日（ 木） ～３月１日（ 日） ６３９ ３０ 4. 7

―３月２日（ 月） ～３月８日（ 日） ６８９ ４８ 7. 0

―３月９日（ 月） ～３月15日（ 日） ８１２ ４１ 5. 0

―３月16日（ 月） ～３月22日（ 日） １，１２１ ２２ 2. 0

―３月23日（ 月） ～３月29日（ 日） １，００３ ２３ 2. 3

―３月30日（ 月） ～４月５日（ 日） １，１６５ ６１ 5. 2

―４月６日（ 月） ～４月12日（ 日） １，６６５ １０２ 6. 1

―４月13日（ 月） ～４月19日（ 日） １，６６８ ８１ 4. 9

―４月20日（ 月） ～４月26日（ 日） １，６９１ ６６ 3. 9

―４月27日（ 月） ～５月３日（ 日） １，３５８ １７ 1. 3

―５月４日（ 月） ～５月10日（ 日） ９４６ ７ 0. 7

５月11日（ 月） ～５月17日（ 日） １，３３０ ０ ８ 0. 6

５月18日（ 月） ～５月24日（ 日） ８７９ ０ １ 0. 1

５月25日（ 月） ～５月31日（ 日） ６０３ ６ １ 0. 2

６月１日（ 月） ～６月７日（ 日） ７０７ ２２ ３ 0. 4

６月８日（ 月） ～６月14日（ 日） ８８１ ２１ ５ 0. 6

６月15日（ 月） ～６月21日（ 日） ７８７ ５０ ７ 0. 8

６月22日（ 月） ～６月28日（ 日） ７９２ ６２ ０ 0

６月29日（ 月） ～７月５日（ 日） ７１０ ５７ ２ 0. 3

７月６日（ 月） ～７月12日（ 日） １，０５８ ９９ ６ 0. 5

７月13日（ 月） １２０ １４ ４ 3. 0

７月14日（ 火） ２１９ ３６ ４ 1. 6

７月15日（ 水） ２９２ ２２ ２１ 6. 7

７月16日（ 木） ３１２ ３４ ２１ 6. 1

７月17日（ 金） ４４０ １７ １９ 4. 2

７月18日（ 土） ３６１ ２７ ２１ 5. 4

７月19日（ 日） ２０９ ８ １９ 8. 8

７月20日（ 月） ３９５ ４８ ３３ 7. 4

７月21日（ 火） ６００ ６１ ５７ 8. 6

７月22日（ 水） ６６８ ６５ ８８ 12. 0

７月23日（ 木） ６２９ ４８ ８２ 12. 1

７月24日（ 金） ４６８ ３９ ８７ 17. 2

７月25日（ 土） ６７０ ７７ ８７ 11. 6

７月26日（ 日） ５５７ ３４ ５９ 10. 0

７月27日（ 月） ６９７ ７７ ９８ 12. 7

７月28日（ 火） ８７９ １２２ １６７ 16. 7

７月29日（ 水） ９７２ ９ １４２ 14. 5

７月30日（ 木） ８２０ ０ ６９ 8. 4

計 ３１，６３５
＃ １ , ０５５ １ , ６０９ 4. 9

＊愛知県分（ 愛知県衛生研究所等） 及び保健所設置市分（ 名古屋市衛生研究所等） の合計

＊民間施設等の検査件数及び陽性者数を含んでいます（ 発表時点での把握数） 。

＊【 参考】 疑い例または患者の濃厚接触者として検査実施した人数は計22, 910人。

＊抗原検査は５月13日付けの厚生労働省通知に基づき開始。

＊陽性者数はその日に陽性確定した人数です（ 発表の人数とは異なります） 。

愛知県内における新型コロナウイルス検査件数

2020年７月31日18時現在

＃ 愛知県内における医療機関に対し、これまでに実施した遺伝子検査件数について協力依頼と調査を実施したところ、1, 823
件の追加報告があったため、５月12日付けで検査件数に加えています。



期間 患者数

月日日2 9 ( ) ～ 2月日土15 ( ) 2 0 (0%)

月日日2 16 ( ) ～ 2月日土22 ( ) 11 0 (0%)

月日日2 23 ( ) ～ 2月日土29 ( ) 14 1 (7%)

月日日3 1 ( ) ～ 3月日土7 ( ) 40 6(15.0%)

月日日3 8 ( ) ～ 3月日土14 ( ) 52 3(5.8%)

月日日3 15 ( ) ～ 3月日土21 ( ) 20 7(35.0%)

月日日3 22 ( ) ～ 3月日土28 ( ) 23 3(13.0%)

月日日3 29 ( ) ～ 4月日土4 ( ) 56 19(33.9%)

月日日4 5 ( ) ～ 4月日土11 ( ) 104 30(28.8%)

月日日4 12 ( ) ～ 4月日土18 ( ) 71 29(40.8%)

月日日4 19 ( ) ～ 4月日土25 ( ) 77 20(26.0%)

月日日4 26 ( ) ～ 5月日土2 ( ) 14 7(50.0%)

月日日5 3 ( ) ～ 5月日土9 ( ) 10 5(50.0%)

月日日5 10 ( ) ～ 5月日土16 ( ) 7 3(42.9%)

月日日5 17 ( ) ～ 5月日土23 ( ) 1 0 (0%)

月日日5 24 ( ) ～ 5月日土30 ( ) 1 0 (0%)

月日日5 31 ( ) ～ 6月日土6 ( ) 2 1(50.0%)

月日日6 7 ( ) ～ 6月日土13 ( ) 6 3(50.0%)

月日日6 14 ( ) ～ 6月日土20 ( ) 6 1 (17%)

月日日6 21 ( ) ～ 6月日土27 ( ) 0 0 ( - )

月日日6 28 ( ) ～ 7月日土4 ( ) 2 2(100%)

月日日7 5 ( ) ～ 7月日土11 ( ) 6 0 (0%)

月日日7 12 ( ) ～ 7月日土18 ( ) 88 25(28.4%)

月日日7 19 ( ) ～ 7月日土25 ( ) 397 235(59.2%)

月日日7 26 ( ) ～ 8月日土1 ( ) 967 560(57.9%)

計 1,977 960(48.6%)

感染者数と感染経路不明者数の推移

年月日現在2020 8 1

感染経路不明



 県民の皆様へ  

感染防止にご協力ください。 

○発熱やカゼの症状がある場合は入店を控えてください。

○「新しい生活様式」を実践してください。

※マスクの着用、手指の消毒、身体的距離の確保などを 

実践願います。 

愛 知 県

PR ステッカー・ポスターを掲示した、 

「安全・安心宣言施設」をご利用ください。 



○詳しくは、愛知県公式Web をご覧ください。 

「愛知県 安全・安心宣言施設」で 検索  

○あいち電子申請・届出システムへは、「愛知県公式Web」または下記「Ｑ

Ｒコード」からアクセスできます。 

【ＱＲコード】 

PR ステッカー・ポスターを掲示した、 

「安全・安心宣言施設」をご利用ください。 


